
携帯電話端末貸与サービス利用規約 

 

当社（以下「ＳＢＳ」といいます。）は、この「携帯電話端末貸与サービス利用規約」（以

下「本規約」といいます。）を定め、これに基づいて携帯電話端末（以下「端末」といいま

す。）の貸与サービス（以下「本件サービス」といいます。）を提供します。 

 

第１条（本規約） 

１．本規約は、本件サービスを利用するすべてのお客様（以下「契約者」といいます。）に

適用されるものとし、すべての契約者は本規約の内容を確認し、これを承諾した上で

本件サービスの利用を開始したものとみなされます。 

２．ＳＢＳは、いつでも本規約及び本件サービスの内容の全部又は一部を追加、削除又は

変更（以下「変更等」といいます。）することができます。なお、ＳＢＳは、変更等の

効力発生日の１ヶ月前までに、変更等をした後の規約及びサービス内容及び効力発生

日をあらかじめ登録された契約者のメールアドレス宛に電子メールにより通知し又は

ＳＢＳが指定するウェブサイト（以下「ポータルサイト」といいます。）上に掲載しま

す。契約者は、当該効力発生日以降、変更等をした後の規約及びサービスに従うもの

とします。 

３．ＳＢＳは、３ヶ月前までに契約者に通知することにより、いつでも本件サービスを終

了することができます。 

 

第２条（本件サービスの利用契約） 

１．本件サービスの利用契約（以下「利用契約」といいます。）は、契約者が所定の申込書

に必要事項を記載のうえ、所定の必要書類を添付してＳＢＳに提出し、ＳＢＳが審査

の上、これに承諾したことをもって成立するものとします。 

２．契約者は、携帯電話番号ポータビリティの利用を希望する場合には、前項に定める申

込時に所定の手続きを行うものとします。 

３．契約者は、前各項の申込書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更

申請書に必要事項を記載してＳＢＳに提出し、届け出るものとします。 

４．契約者は、本件サービスが法人向けサービスであることをあらかじめ確認し、端末を

契約者の事業の用に供することを目的として申込みを行うものとします。 

 

第３条（端末の貸与） 

１．ＳＢＳは、契約者から提出された申込書に応じて端末を契約者に貸与するものとしま

す。 

２．前条第２項に定める場合を除き、ＳＢＳは、貸与する端末の電話番号を任意に指定で

きるものとし、契約者は端末の電話番号を指定できないものとします。 



３．端末の貸与にかかる送料は、ＳＢＳが負担するものとします。 

４．契約者が端末の追加貸与を希望する場合の手続きは、前各項の定めに準ずるものとし

ます。 

 

第４条（善管注意義務） 

契約者は、本件サービスを利用するにあたり、本規約を遵守して、善良な管理者の注

意をもって端末を管理、使用するものとします。 

 

第５条（紛失等の対応） 

１．契約者は、本件サービスを利用するにあたり、端末の故障、滅失、毀損、紛失等の事

態（以下「故障等」といいます。）が生じた場合、電話、電子メールその他の方法によ

り速やかにＳＢＳに届け出るものとします。 

２．契約者は、前項に定める届出とともに、故障若しくは毀損した端末をＳＢＳに対して

提出するものとします。なお、端末を郵送又は宅配便等で送付する場合には、端末の

提出に係る送料は、ＳＢＳが負担するものとします。但し、ＳＢＳは、第５項に定め

る端末の価格相当額又は修理費用を請求する場合には、これと併せて、送料相当額を

契約者に請求することができるものとします。 

３．ＳＢＳは、前項に定める端末の提出があった場合には、必要に応じて、代替端末を契

約者に貸与することができるものとします。 

４．ＳＢＳは、故障等が生じた場合、当該端末に記録されている連絡先、使用履歴、テキ

ストデータ、画像、音楽・音声、映像その他アプリケーションのデータ（以下総称し

て「データ」といいます。）について、代替端末に移行することができないとき、又は

修理の過程で消失したときであっても、一切責任を負わないものとします。 

５．ＳＢＳは、契約者が故障等（初期不良による故障を除きます。）を発生させた場合には、

端末の価格相当額又は修理費用を契約者に請求することができるものとします。 

 

第６条（利用料） 

１．契約者は、本件サービスを利用するにあたり、本条に定める利用料を負担するものと

します。なお、利用料は、ＳＢＳの定める月額基本料（以下「月額基本料」といいま

す。）、及び電気通信事業者等が定める、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）利用

料、有料ダイヤルサービスの利用料その他オプションサービス利用料等の超過利用料

（以下、月額基本料以外の利用料を総称して「超過利用料」といい、本規約において

月額基本料及び超過利用料を総称して「利用料」といいます。）で構成されます。 

２．利用料の額は、別途ＳＢＳが交付する料金表に定めるものとし、利用期間が１ヶ月未

満の月についても日割り計算は行わないものとします。但し、利用契約開始日が属す

る月の月額基本料は無償とします。 



３．ＳＢＳは、あらかじめ２ヶ月前までに契約者に告知することにより、いつでも利用料

の額を改訂することができるものとします。 

４．契約者は、電気通信事業者等の事情による通信の中断、契約者からの申し出による一

時中断又は端末の授受に伴い、端末を使用できない期間があっても、これらの期間に

係る利用料を負担するものとします。 

５．契約者は、現に端末を利用している者が誰であるかにかかわらず、利用契約の期間中

に発生した一切の利用料（盗難若しくは紛失の間に発生した利用料を含みます。）を負

担するものとします。 

 

第７条（支払方法） 

１．契約者は、当月分の月額基本料を当月末日までにＳＢＳの指定する銀行口座に振込み

支払うものとします。なお、ＳＢＳは、前月末日までに契約者に対して月額基本料に

係る請求書を交付するものとします。 

２．ＳＢＳは、超過利用料が生じる場合には、毎月末日に超過利用料を締め切り、締切日

の翌月末日までに契約者に請求書を交付するものとし、契約者は締切日の翌々月末日

（金融機関の休業日に該当する場合には翌営業日）までにＳＢＳの指定する銀行口座

に振り込み支払うものとします。 

３．前各項の支払に関する振込手数料は契約者の負担とする。 

４．前各項の定めにかかわらず、契約者は、別途、ＳＢＳに対して申し込むことにより、

ＳＢＳが別途定める支払条件に基づき、口座振替の方法により利用料を支払うことが

できるものとします。 

５．第１８条第３項に定める場合を除き、本条の定めは、事由の如何を問わず利用契約が

終了した場合であっても、利用料の支払いが完了するまでの限りで、なお有効に存続

するものとします。 

 

第８条（遅延損害金） 

契約者は、利用料その他利用契約に基づく債務の支払いを怠った場合には、支払期日

の翌日から支払完了に至るまでの期間について、年１４．６％の割合で算出した遅延

損害金をＳＢＳに支払うものとします。 

 

第９条（相殺） 

ＳＢＳは、ＳＢＳが契約者に対して金銭債務を負担した場合には、弁済期到来の有無

にかかわらず、いつでも、契約者に対して負う金銭債務と利用料に係る債権を対当額

で相殺することができるものとします。 

 

第１０条（契約者確認） 



契約者は、ＳＢＳが契約者に対し、相当な期間を定めて契約者確認（携帯電話不正利

用防止法第９条で定める契約者確認をいいます。）を求めた場合には、合理的理由のな

い限り、ＳＢＳの定める期日までに契約者確認に応じるものとし、ＳＢＳが求める書

面を提出するものとします。 

 

第１１条（本件サービス、通信等の制限） 

１．契約者は、次のいずれかに該当する場合には、本件サービスの提供が中断若しくは停

止され、又は端末の通信が制限を受けることがあります。 

①電気通信事業者等による通信サービスの中断又は停止 

②電気通信設備、通信回線、サーバ等の故障、障害、保守又は工事 

③前各号に掲げるほか、電気通信事業者等側における事由 

④利用場所における電波状況や通信状況等 

２．貸与される端末については、以下のサービスを利用できません。 

①日本国内から海外への国際電話 

②海外での通信及び通話 

③ＳＢＳが定めた額を超える有料ダイヤル 

３．利用契約において定められた通信データ量の上限を超えた端末については、その後一

定期間の通信について、通信速度が制限又は遮断されることがあります。 

４．ＳＢＳと電気通信事業者等との間の接続契約に基づき、端末にインストールされたア

プリケーションその他の機能の一部が制約を受ける場合があります。 

５．前各項に関して契約者に損害が生じても、ＳＢＳは、一切の責任を負わないものとし

ます。 

 

第１２条（契約者の禁止事項） 

契約者は、端末を使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。 

①他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は他人の財産、プライバシー若

しくは肖像権を侵害する行為 

②刑法その他法令に違反する犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為 

③他人のウェブサイト等を改ざんし、又は消去する行為 

④コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人

が受信可能な状態のまま放置する行為 

⑤受信者の同意を得ることなく、広告宣伝若しくは勧誘のメール又は受信者が嫌悪感

を抱く若しくはそのおそれのあるメール等を送信する行為 

⑥日本国外における端末の利用 

⑦その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害する行為 

⑧各号に該当するおそれがあるとＳＢＳが判断する行為 



⑨前各号のほか、ＳＢＳが不適切と認める一切の使用行為 

 

第１３条（契約者の遵守事項） 

契約者は、端末について次の事項を遵守するものとします。 

①端末を分解若しくは損壊し、又は甲が貸与した所定のコネクタ以外の線条その他の

導体等を端末に接続しないこと。 

②端末に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出しないこと、又はこれら

を変更若しくは消去しないこと。 

③端末につき、ＳＢＳの事前の書面による承諾を得ないで、第三者に対する譲渡、担

保設定その他一切の処分行為を行わないこと。 

④端末に使用されているＳＩＭカード以外のＳＩＭカードを使用しないこと。 

⑤マニュアルその他ＳＢＳが別途交付する端末の安全な使用方法に関する資料の記載

内容を遵守して使用すること。 

⑥ＳＮＳのアプリケーションその他のサービスについて、端末の電話番号を用いて登

録を行わないこと。但し、第２条第２項に定める携帯電話番号ポータビリティの利

用により、従前使用していた電話番号を本件サービスにおいても使用している場合

はこの限りではありません。 

 

第１４条（端末の転貸等） 

１．契約者は、契約者の業務上必要な限りで、契約者の役員、従業員及びこれらに準ずる

関係者（以下「利用者」といいます。）に端末を使用させる場合を除き、第三者に端末

を転貸してはならないものとします。 

２．契約者は、利用者に対しても本規約を遵守させるものとします。 

３．契約者は、利用者による一切の行為について責任を負うほか、適切に使用、保管され

るよう、自己の責任と費用負担をもって、端末を管理するものとします。 

 

第１５条（免責事項） 

ＳＢＳは、本規約に別段の定めがある場合のほか、天災地変、テロ、戦争、暴動、内

乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキその他の労働争議、通

信の途絶・渋滞、盗難、端末送付中に生じた故障等、契約者による行為その他ＳＢＳ

の責に帰すことのできない事由により契約者に生じた損害については、何らの責任も

負わないものとします。 

 

第１６条（損害賠償） 

１．契約者は、契約者又は利用者が本規約に違反しＳＢＳが損害を被った場合には、当該

損害を賠償すべき責任を負うものとします。 



２．ＳＢＳは、ＳＢＳの責に帰すべき事由による端末の瑕疵に起因して、契約者の生命、

身体又は財産に損害が生じた場合には、ＳＢＳが付保した保険の範囲内でこれを賠償

するものとし、これを超える損害については免責されるものとします。但し、契約者

が本規約第１２条各号又は第１３条各号にいずれかに違反したことにより生じた損害

については、ＳＢＳは、一切責任を負わないものとします。 

 

第１７条（反社会的勢力の排除） 

１．契約者は、現在及び将来において、自己（利用者を含みます。）が暴力団、暴力団員、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、及びこれらに準ずる者（以下「反社会的

勢力」といいます。）の何れにも該当しないこと、並びに反社会的勢力を利用しないこ

とを表明し保証するものとします。 

２．契約者は、現在及び将来において、自己（利用者を含みます。）が前項の反社会的勢力

又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者（以下「反社会的勢力等」といいます。）

と次の各号の何れにも該当する関係を有しないことを表明し、保証するものとします。 

①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係 

②反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係  

③反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係 

④その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係 

３．ＳＢＳは、契約者が前各項のいずれかの表明保証に反したことが判明した場合には、

利用契約を解除することができるものとし、この場合、ＳＢＳは契約者に対して、何

等の経済的利益の提供及び損失補償をする義務を負わないものとします。 

 

第１８条（解除・期限の利益喪失） 

１．ＳＢＳは、契約者又は利用者が次の各号のいずれか一つに該当し、契約者に相当な期

間を定めたうえで催告したにもかかわらず、契約者が期間内に是正しないときには、

直ちに契約者との利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 

①本規約各条項のいずれか一つに違反したとき。 

②本件サービスに係る電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある

行為が行われたとき。 

③本件サービスの申込書及びこれに付随する書類の記載内容が事実に反することが判

明したとき。 

④契約者がＳＢＳに届け出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にか

かる届出を怠ったとき、又は届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。 

⑤端末が他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 

２．ＳＢＳは、契約者が次の各号のいずれか一つに該当した場合には、契約者に何ら催告、

通知することなく、直ちに契約者による利用契約の全部又は一部の利用を解除するこ



とができるものとします。 

①契約者又は利用者において、端末が刑法その他法令に違反する犯罪行為又はこれを

誘発し若しくは扇動する行為に使用されたとき。 

②差押、仮差押、仮処分、競売、破産、特別清算、民事再生、会社更生その他の倒産

法手続の申立を受け、又は自ら破産、特別清算、民事再生、会社更生その他の倒産

法手続の申立をしたとき。 

③特定認証ＡＤＲ手続に基づく事業再生手続きの利用申請その他これに類する私的整

理手続きの申請をし、若しくはこれらに基づく一時停止の通知をしたとき。 

④公租公課の滞納処分を受けたとき。 

⑤手形、小切手が不渡りとなったとき又は支払停止（電子記録債権につき、不渡処分

若しくは取引停止処分と同等の処分を受けたときを含みます。）の状態に至ったとき。 

⑥資産の極度の悪化若しくは信用力の極度の低下又はその恐れがあると認められたと

き。 

⑦監督官庁から営業停止若しくは営業免許又は営業登録の取消しの処分を受けたとき。 

⑧事業の廃止若しくは変更又は合併によらないで解散の決議をしたとき。 

⑨事業の重要な一部を譲渡し又はその決議をしたとき。 

⑩その他、前各号に準ずる事由が生じたとき。 

３．第１項において期間内に是正されなかった場合、又は前項各号のいずれか一つに該当

した場合には、契約者は、ＳＢＳに対して負う一切の債務について期限の利益を喪失

し、直ちにＳＢＳに対して弁済すべき義務を負うものとします。 

 

第１９条（契約期間） 

利用契約の契約期間は、第２条に定める利用契約成立日から１年間とします。但し、

契約期間満了日の１ヶ月前までにＳＢＳ及び契約者の何れからも解約の申入れがない

限り、利用契約は、同一条件で更に１年間自動的に継続延長するものとし、以後も同

様とします。 

 

第２０条（中途解約） 

契約者は、利用契約を解約する場合には、解約希望日の１ヶ月前までに所定の解約届

に必要事項を記載の上、ＳＢＳに提出するものとし、解約希望日の到来をもって利用

契約が終了するものとします。 

 

第２１条（端末の返却） 

１．契約者は、事由の如何を問わず利用契約が終了する場合には、終了後１週間以内にす

べての端末をＳＢＳに返却するものとします。なお、契約者は、端末を利用者から自

己の責任をもって回収の上、終了日までにＳＢＳに返却するものとします。また、契



約者は、当該期間内に端末を返却しない場合には、違約金として、端末の返却完了月

までの利用料相当額をＳＢＳに支払うものとします。 

２．契約者は、ＳＢＳに端末を返却するにあたり、自己の責任をもって当該端末に記録さ

れているデータを消去又は削除し、端末を初期化したうえで、端末を返却するものと

します。なお、ＳＢＳは、返却された端末に記録されているデータのバックアップ、

復元又は消去若しくは削除については一切行わないほか、データの流出が生じた場合

であっても一切責任を負わないものとします。 

３．契約者が端末を郵送又は宅配便等により返却する場合には、端末の返却にかかる送料

は、契約者が負担するものとします。 

４．ＳＢＳは、契約者から端末の返却を受けた後、当該端末に故障、滅失若しくは毀損が

見付かった場合、又は端末が紛失し、返却を受けられなかった場合には、第１項に定

める違約金の有無にかかわらず、端末の価格相当額又は修理費用を契約者に請求する

ことができるものとします。 

５．ＳＢＳは、契約者から端末の返却があった場合には、一定期間を置くことなく、直ち

に電話番号を他の契約者との利用契約に転用することができるものとします。但し、

第２条第２項に定める携帯電話番号ポータビリティの利用により、従前使用していた

電話番号を本件サービスにおいても使用している場合を除きます。 

６．契約者が利用契約の一部解約を希望する場合の手続きは、前条及び前各項の定めに準

ずるものとします。 

 

第２２条（通知） 

ＳＢＳが本規約及び利用契約に関して契約者に通知する場合には、あらかじめ契約者

がＳＢＳに届け出ているメールアドレス宛てにメールを送付し、又はポータルサイト

に掲載することをもって通知すれば足りるものとし、これをもって契約者への通知が

完了したものとみなすものとします。 

 

第２３条（合意管轄） 

本件サービスに関する一切の紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の

専属的な合意管轄裁判所とするものとします。 

 

第２４条（分離性） 

本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分

の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるも

のとします。 

 

第２５条（端末を用いて利用できるサービス） 



１．契約者は、ＳＢＳが提供する車両動態管理サービス、配車支援サービスその他端末を

用いて利用することができるサービス（以下総称して「配車マッチングサービス」と

いいます。）を、ＳＢＳが別途定めるサービス利用規約に基づいて無償で利用すること

ができます。 

２．ＳＢＳは、契約者が配車マッチングサービスを利用するにあたり、車両の位置情報、

貨物の積載量情報、貨物の画像データ、作業ステータス情報等の運行状況及び貨物の

積載状況に関する情報（以下「取得情報」といいます。）を取得することができるもの

とし、当該取得情報は配車マッチングサービスの利用中はもとより利用終了後におい

てもＳＢＳに帰属するものとします。 

３．ＳＢＳは、配車マッチングサービスの提供に必要な限りで、取得情報を契約者の承諾

なく利用することができるほか、契約者の企業情報、ドライバーの個人情報及びドラ

イバー個人を特定し得る情報等について匿名化処理を施すことにより、統計的な情報

として利用することができるものとします。 

４．契約者は、配車マッチングサービスを提供するための専用アプリを端末からアンイン

ストールしてはならないものとします。なお、契約者が専用アプリをアンインストー

ルした場合には、ＳＢＳが別途定める再設定費用を負担するものとします。 

５．配車マッチングサービスを構成するシステム、ソフトウェア、専用アプリ、サービス

全般に関する知的財産権、及び配車マッチングサービスの利用の過程で生じた発明、

考案、ノウハウ、著作権（著作権法第２７条及び第２８条に定める権利を含みます。）

等の知的財産権（これらを受ける権利を含みます。）は、第三者に帰属しているものを

除き、ＳＢＳにすべて帰属するものとします。 

６．契約者は、配車マッチングサービスを構成するシステム、ソフトウェア、専用アプリ

に対して、逆アセンブル、逆コンパイルその他リバースエンジニアリングを行っては

ならないものとします。 

７．前各項のほか、ＳＢＳは、配車マッチングサービスを利用するにあたり適用される規

則をポータルサイトに定めるものとします。 

 

第２６条（附則） 

  本規約は、２０１９年４月１日より適用されます。 

以上 

 


